
 
 
 
 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正概要について 

 
１ 趣旨 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「障

害者総合支援法」という。）については、平成 28 年６月３日及び平成 29 年４月 26 日に改正法が公布

され、平成 30 年４月１日から施行されます。なお、関係する政省令のうち、事業者指定基準に係る省

令は本年１月 18 日に公布されましたが、障害者総合支援法施行令等、他のものについては３月末まで

の間に順次公布される予定です。 
  この改正法についての概要及び対応する本市の状況について、御報告いたします。 

２ 改正の概要 

障害者総合支援法改正概要（Ｈ30.4.1施行） 本市の状況等 

（1）自立生活援助の創設 

 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うた

めに、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要

な情報の提供及び助言その他の援助を提供する

サービスの創設。 

４月以降、民間事業者が参入できるよう指定基

準条例の改正の準備を進めています。 
なお、本市では平成 13 年度から同趣旨の事業

として「障害者自立生活アシスタント事業」を市

独自に先行して実施していますが、市事業は利用

者負担がない一方、国制度では一部に利用者負担

が発生する見込みです。その取り扱い等について

30 年度中に整理を進める予定です。 
（2）就労定着支援の創設 

就労系障害福祉サービス（※１）等を利用した

後一般就労した障害者に対し、企業や関係機関等

との連絡調整や本人への指導・助言を行い就労の

継続を支援するサービスの創設。 
これまで就労移行支援事業所に対しては、就労

移行後の定着率に応じて加算制度を設けていた

（※２）が、それを独立させメニュー化したもの。 
なお、現行の加算制度については、30 年９月

までは継続する見込み。 

４月以降、民間事業者が参入できるよう指定基

準条例の改正の準備を進めています。 
利用者を一般企業へ就労させた実績のある障

害福祉サービス事業者に対し、丁寧に情報提供を

行うなど就労定着支援サービス事業の開始に必

要な支援を進めます。 

（※１）市内の就労系障害福祉サービス事業所 

・就労移行支援（65 事業所） 

・就労継続支援Ａ型（36 事業所） 

・就労継続支援Ｂ型（157 事業所） 

（H30.1.1 時点） 

（※２）現在加算が認められている就労移行支援事業所

65 事業所のうち、現在 42 事業所が就労定着支援体制加

算の届出を行っている。（H30.1.1 時点） 

平成 30 年２月 20 日 
健康福祉・医療委員会 
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（3）重度訪問介護の訪問先の拡大 

重度訪問介護利用者のうち、最重度の障害者に

対し、これまでの在宅での支援に加え新たに入院

中の医療機関での支援が可能になります。 

今後、政省令公布を受け、30 年４月から実施

予定。 
なお、本市では平成 22 年度から市独自事業と

して「重度障害者等入院時コミュニケーション支

援事業」を先行して実施していますが、今回の拡

大で対象者が一部重複するため、整理を進めてい

きます。 
なお、国制度では一部に利用者負担が発生する

見込みです。（市独自事業は無料） 

（4）高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用  

  
  

ア 高額障害福祉サービス等給付費の拡大 

65 歳以上になるまでヘルパーなどの障害福

祉サービスを受けていた障害者が、介護保険

サービスの利用に移行したことにより発生す

る利用者負担を償還する仕組みの創設。 

法令等の改正に伴い、30 年４月から実施予定。 
該当者に適切に償還できるよう、事務処理方法

の検討を進めています。 

イ 共生型サービスの創設 

介護保険事業者が障害福祉サービス事業所

の指定を受けやすくする仕組みの創設。 
なお、障害福祉サービス事業者も同様に、

介護保険事業所の指定を受けやすくするた

め、介護保険法の改正も行われています。 

４月以降、介護保険事業者が、共生型障害福祉

サービス事業の申請を円滑に行えるよう、基準条

例等の改正の準備を進めています。 

（5）補装具費の支給範囲の拡大（貸与の追加） 

これまで「購入」のみを対象として支給して

いた補装具費について、「貸与」の方が適切と考

えられる場合（※３）に限り、「貸与」について

も支給の対象とします。 

（※３）例：障害児の車いすなど、成長に合わせ短

期間で交換する必要が出てくる等の場合 

法令等の改正に伴い、30 年４月から実施予定。 
対象者に適切な支給ができるようよう、事務処

理方法を検討中。 
 
 
 

（6）障害福祉サービス等の情報公表制度の創設 

所在地等の基本情報や、苦情対応の状況等の運

営情報について、障害福祉サービス事業所からの

届出内容等を 30年９月からインターネット上で

公表します。 

公表開始に向け、事業所への周知や本市の確認

作業等の準備を進めてまいります。 
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（7）自治体による調査事務・審査事務の効率化   

  
  

ア 調査事務の効率化 

指導・監査業務の一部（事業所に対する質

問や文書提出依頼等）について、自治体の判

断によって指定法人（※４）に委託すること

が可能になります。 

（※４）指定法人…本市が予め指定した上、

契約をすることとなっています。 

当面の間、委託効果の検討や指定法人候補の調

査を進める予定。 

イ 審査事務の効率化 

現在障害福祉サービス費の支払いのみを委

託している国保連合会に、審査事務の一部を

委託することが可能となります。 

30 年４月から審査を委託する予定。 

 
 
２ 基準条例の改正 

自立生活援助等、新たに創設されたサービスの提供に向けて、基準省令等が本年１月 18 日に公布され

たことを踏まえ、関連する次の３条例の改正について３月に御審議いただく予定です。 
 ○ 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例（平成 24 年 12

月 28 日条例第 64 号） 
 ○ 横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例（平成 24 年 12 月 28 日条

例第 65 号) 
 ○ 横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成 24 年 12 月 28 日条例第

66 号） 
 


